
社会教育関係登録団体 

研 修 会 
「学び合い，教え合う」連携・協働によるまちづくり 

◆日 時 平成２９年２月２４日(金) 
 〈午前の部〉10時 11 時 30分 
 〈午後の部〉13時 30分 15 時 

◆場 所 市役所東館３階 大会議室 
◆持ち物   ・芦屋市社会教育関係団体登録承認書 
    ・筆記用具 

社会教育関係団体に登録の皆さまは， 

団体から１人はご出席いただきますようお願いします。 

①「社会教育関係団体とは」 社会教育法が目指したもの 

②「芦屋市の新しい流れについて」 

公募提案型補助金，団体による市民出前講座（仮称）

③社会教育関係団体の交流会

内 容 


